
「自由通行手形」を所持している方の権利

医療相談室

「自由通行手形」を提示

主治医

健康状態に
ついての十
分な情報の
提供

カルテの開
示

暗証番号に
よりご本人
と確認

開示申請書
を提出

審査

他の医療機
関にかかり
つけの方

国立下関病院にかかりつけの方

当病院専門
診療科医師
による診察

他の医療
機関の専
門医師へ
紹介

主治医

専門診療
科の他の
医師によ
る診察

副院長に
よる診察

ご自身の健
康状態につ
いて十分な
情報を知り
たい方

ご自身の診
療録（カル
テ）の開示
を希望され
る方

主治医とは別の医師から意見を聞きたい方

他の医療
機関の医
師に意見
を聞きた
い方

当病院専
門診療科
の他の医
師に意見
を聞きた
い方

当病院専
門診療科
以外の医
師に意見
を聞きた
い方

ご自身の治
療法の選択
をしたい方

主治医

主治医と相
談のうえ、
ご自身が希
望する治療
を受ける

副院長


